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徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

と
く
し
ま
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図
書
館
シ
ス
テ
ム
運
用
保
守
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
九
月
三
十
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
五－

二

五

契
約
金
額

六
十
一
万
五
千
三
百
四
十
円
（
月
額
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

二
号



徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

と
く
し
ま
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図
書
館
シ
ス
テ
ム
機
器
類

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
九
月
二
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三

五

契
約
金
額

五
十
六
万
七
千
五
百
二
十
三
円
（
月
額
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



公

告

鳴
門
病
院
労
働
組
合
か
ら
秋
闘
・
年
末
一
時
金
の
要
求
に
関
し
て
令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
以
降
、

同
組
合
員
が
従
事
す
る
次
の
職
場
に
お
い
て
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調

整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
構
内
及
び
全
職
場



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
七
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採
用
試
験
の
名
称
及
び
施
行
年
月
日

採
用
候
補
者
数

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
四
年
十
一
月
十
日

令
和
四
年
九
月
二
十
五
日

総

合

土

木

三
名

○
第
二
次
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
及
び
三
十
一
日

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
四
年
十
一
月
十
日

令
和
四
年
九
月
二
十
五
日

一
般
事
務
以
下
六
試
験
区
分
三
十
二
名

○
第
二
次
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
、
二
十
九
日
、

三
十
一
日
及
び
十
一
月
一
日

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員
採
用
試
験

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

令
和
四
年
十
一
月
十
日

○
第
一
次
試
験

学

校

事

務

三
名

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
四
年
九
月
二
十
五
日

○
第
二
次
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
及
び
三
十
一
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
八
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿
は
、
令

和
四
年
十
一
月
十
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

採

用

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
職
員
（
大
学
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

徳
島
県
職
員
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

徳
島
県
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日


	520定期目次
	告示657（文化の森振興センター）
	告示658（文化の森振興センター）
	公告（労働雇用戦略課）
	Ｒ４　人委告示７号
	Ｒ４　人委告示８号

